
  

平成 24 年 11 月６日 

 

各   位 

 

あかつきフィナンシャルグループ株式会社 

 

 

（補足説明）「株式併合、単元株式数の変更及び定款一部変更に 

関するお知らせ」について 

 
当社が、本日発表いたしました「株式併合、単元株式数の変更及び定款一部変更に関するお知ら

せ」及び「（訂正）「株式併合、単元株式数の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正

について」の株式併合の効力発生日について、下記のとおり補足説明をさせていただきます。 

 

記 

１．株式併合の効力発生日について 

(1）株式併合の効力発生日 

平成 25 年１月 10 日（木曜日） 

 

(2）株式併合が行われる対象株主 

会社法第 182 条に規定のとおり、株式併合の効力発生日の前日に株式を有する株主の皆様が

株式併合の対象となります。 

 

【ご参考】 

（効力の発生） 

会社法第 182 条 株主は、第 180 条第２項第２号の日（※）に、その日の前日に有する株式

（種類株式発行会社にあっては、同項第３号の種類の株式。以下この条にお

いて同じ。）の数に同項第１号の割合（※）を乗じて得た数の株式の株主と

なる。 

 

※第 180 条第２項第２号の日･･･株式の併合がその効力を生ずる日。 

 当社においては平成 25 年１月 10 日（木曜日）。 

※同項第１号の割合･･･････････併合の割合。 

 当社においては普通株式 10 株につき１株の割合。 

 

以 上 


